
青森市では、グリーン・ブルーツーリズム活動を支援します！
この機会にぜひ、グリーン・ブルーツーリズム活動に取り組んでみませんか？

え

補助対象者 市内に住所を有する又は所在する
グリーン・ブルーツーリズム活動を実践する農林漁業者、農林漁業者と
連携して活動に取り組む関連事業者等（例：地域団体、事業者、教育機関）
※ただし、市税を滞納している場合は補助対象外となります。

農漁村交流条件整備事業
農林漁業体験民宿を新規に始めるための条
件整備などの取組

▽対象経費
農林漁業体験民宿の営業許可取得に必要な
手数料、体験民宿施設の維持修繕費や設備
設置費
※既に民宿を開業している者や団体は対象外とな
ります。

▽補助金額
対象経費の２/３に相当する額と３００，０００円
のいずれか低い額

（消費税及び地方消費税相当分を除きます。）

受入環境向上事業
既にグリーン・ブルーツーリズムに取り組んでいる農林漁業者や関連事業者が、

農漁業体験等の事業拡大や、利便性向上のための施設の整備などを行い、
グリーン・ブルーツーリズム活動を更に広げるための取組

▽対象経費
備品購入費、消耗品費、使用料、賃借料、維持修繕費、設備設置費

▽補助金額
対象経費の１/３に相当する額と６０，０００円のいずれか低い額
（消費税及び地方消費税相当分を除きます。）

新たなメニューづくり事業
関連事業者連携事業

グリーン・ブルーツーリズムの新しいメニュー
づくりや試行実施などの取組
関連事業者と連携して、グリーン・ブルーツー
リズムの効果的な受入体制の整備を行う取組

▽対象経費
備品購入費、賄材料費、消耗品費、使用料、賃
借料、維持修繕費、設備設置費、委託料、謝金

▽補助金額
対象経費の２/３に相当する額と３００，０００円
のいずれか低い額

（消費税及び地方消費税相当分を除きます。）

事業内容を確認のうえ、予算の範囲内で先着順とします。
詳細は下記までお問合せください。

青森市農林水産部 農業政策課 管理企画チーム

〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1

℡：0172-62-1144 FAX：0172-62-9369
HP：https://www.city.aomori.aomori.jp/nogyo-
seisaku/sangyo-koyou/sangyo/nouringyou/green-blue-
tourism/02.html


